
県内企業への優先発注及び県産品の優先使用基本方針

県は、県内需要の創出による域内経済循環を高め、経済の活性化を促進するため、公共
工事の円滑な執行を図るとともに、観光誘致客対策の充実、農林水産業の生産拡大、中小
企業施策の強化拡充等の諸施策を講じ、産業の振興を図っているところである。とりわけ、
需要の停滞、移輸入品との競争の激化等厳しい経営環境にある県内企業の育成強化を図る
には、官民一体となった県内企業の優先的な活用や県産品の優先使用が重要であり、域内
経済の安定的な成長を目指すため、「県内企業への優先発注及び県産品の優先使用基本方
針」を策定し、入札等に係る関係法令等 （ＷＴＯ政府調達協定を含む）に従いながら、当
該基本方針に基づき、県内企業への優先発注及び県産品の優先使用を推進する。

記

１．県内企業への優先発注
（１）取組方針

県が発注する業務について、県内企業では対応できない場合、または県内企業
のみでは競争性が確保できない場合を除き、県内企業へ優先的に発注する。
また、県発注業務を受注した業者に対し、下請や外注業者等の選定にあたって

は、県内企業を優先的に選定するよう要請する。

（２）県内企業の定義
① 公共工事：県内に主たる営業所を有する事業者
② 公共工事以外：県内に本店、支店又は営業所を有する事業者

（３）具体的取組
① 公共工事への県内企業への優先発注

県が発注する公共工事については、県内企業に対して優先的に発注する。
技術的問題等で県内企業だけで対応できない場合においても、共同企業体を

組ませ可能な限り県内企業へ発注するほか、県内中小企業者の受注機会の確保
に配慮するものとする。

② 親事業者及び総合建設業者に対する県内業者への優先発注の要請
総合建設業者と下請中小企業振興法に基づく親事業者に対して、下請け等の

発注に当たって、可能な限り県内企業を優先的に選定するよう要請する。

③ 民間工事関係
病院、企業等の民間工事発注者に対し、工事の発注に際しては県内企業を優

先的に選定するよう要請する。

④ 公共工事以外の分野における県内企業への優先発注
県が発注する業務について、県内に本店を有する事業者では対応できない場

合、または県内に本店を有する事業者のみでは競争性が確保できない場合を除
き、ア、イ、の順で選定する。
ア．県内に本店を有する事業者
イ．県内に支店又は営業所を有する事業者



２．県産品の優先使用
（１）取組方針

県で使用する物品について、規格、品質、価格等が適正な県産品がある場合は、
入札等に係る関係法令等に従いながら、これを優先して使用する。
また、県発注業務を受注した業者に対し、必要な物品等を調達する場合も、規

格、品質、価格等が適正である県産品がある場合は、これを優先的に選定するよ
う要請する。

（２）県産品の定義
県産品とは、「県内において製造・加工される製品」である。
製造・加工とは、すなわち付加価値を付けることであり、材料に何らかの加工

を加えることが前提となる。また、移輸入等により持ち込まれた材料を単に箱詰
めした製品は該当しない。

（３）官公需対策
① 公共工事の特記仕様書に明記された「適格な県産建設資材の優先使用」の徹底

県が発注する公共工事においては、特記仕様書の中で「本工事に使用する資材
等の内、沖縄県内で生産、製造され、かつ規格、品質、価格等が適正である場合
は、これを優先して使用する」旨明記しており、公共工事を発注する各部局は、
工事契約者に対し、適格な県産建設資材の優先使用を指導する。このため、鉄筋、
セメント、アルミ形材等主要建設資材については、竣工届けに県産建設資材使用
状況報告書を添付することを義務づけ効果をチェックする。また、県産建設資材
の使用比率が低い場合には県産建設資材の優先使用の徹底が図られるよう、工事
契約者に対し積極的な指導を行うものとする。

② 庁用物品の県産品優先使用
学校、病院、福祉施設等の給食材料及び各部局で使用するちり紙、作業服等庁

用物品の調達に当たっては、入札等に係る関係法令等に従いながら、県産品を優
先して使用することとする。

（４）民需対策
① 建設事業関係者に対する県産建設資材の優先使用要請

建設事業関係者に対し、建設資材を使用するに当たっては、公共工事、民間工
事を問わず県産建設資材を優先的に選定するよう要請する。

② 観光関係団体、大型店舗、ホテル等に対する要請
観光関係団体、大型店舗、ホテル等に対し、必要な物品について、規格、品質、

価格等が適正である場合は、県産品を優先的に選定するよう要請する。

（５）県産品使用奨励キャンペーン
① 県産品奨励月間の設定

７月１日～７月31日の期間を県産品奨励月間として設定して、当該期間中に各
種の関連事業及び県産品奨励キャンペーンを集中して実施する。

② 産業まつりの開催
産業振興の担い手である生産者の生産意欲の高揚と県民の県産品に対する意識

の啓発及び観光資源の県内外への紹介を図り、本県産業の振興に資するため産業
まつりを開催する。

③ 優良県産品奨励制度の実施
県産品の品質向上、販路の開拓を図るため、優良県産品奨励制度を実施する。

④ 物産展等の開催



県内外において、物産展等を開催して、県産品の積極的なアピールに努める。

３．大型プロジェクト建設工事における県内企業への優先発注及び県産品の優先使用
県内で実施される各種大型プロジェクト建設工事については、「大型プロジェクト建

設工事発注方針」に基づき、県内企業への優先発注及び県産品の優先使用の効果的な
推進を図る。

４．推進体制の強化
（１）県産品及び役務の質の向上、供給体制の確保

「県内企業への優先発注、県産品の優先使用」施策を推進するためには、事業
者は、消費者ニーズに対応した良質、低廉価格の製品開発や役務の提供に努める
とともに、製品や役務の安定供給を確保する必要があるので、県はその体制整備
について業界に適切な助言を行うよう努める。

（２）県産品優先使用等連絡会議による推進体制の強化
本方針に基づく具体的な取り組みについて、県産品優先使用等連絡会議で協議

検討を行い、施策の円滑な推進を図る。

（３）県発注業務における実績等の把握とその推進
県の発注部局においては、発注契約及び県産品の使用実績を取りまとめ、年

度毎に報告することとし、実績報告を踏まえて県産品優先使用等連絡会議で検討
を行い、県内企業への優先発注と県産品の優先使用の効果的運用に努める。
なお、県産品の使用実績について、公共工事の場合は、主要建設資材の使用実

績を取りまとめることとする。

５．国の出先機関、市町村、県の外郭団体、経済団体等に対する要請と連携強化
本方針の実効を期するためには、国の出先機関、市町村、県の外郭団体、経済団体

等が本方針の趣旨を十分理解し、県内企業への優先発注、県産品の優先使用を積極的
に推進することが肝要である。
従って、各機関に対し、本方針に準じた対策を積極的に行うよう要請するとともに、

各機関との連携を密にし、その実態の掌握に努め、効果的な推進を図る。



附 則（平成１７年１０月３日 観商第４２２号）
１ この基本方針は、平成１７年１０月３日から施行する。
２ この基本方針の改正経緯は次のとおりである。

昭和５２年７月策定「県内景気浮揚対策基本方針」
昭和５３年６月改正「昭和５３年度 県内景気浮揚対策基本方針」
昭和５４年７月１３日改正「県内企業への優先発注及び県産品の優先使用方針」
昭和５９年７月３日改正「県内企業への優先発注及び県産品の優先使用基本方針」
附 則（平成２１年９月７日 観商第６０５号）

１ この基本方針は、平成２１年９月７日から施行する。
附 則（平成３０年３月９日 商も第４４１号）

１ この基本方針は、平成３０年４月１日から施行する。


